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平成２５年第３回尾張旭市公平委員会議事録 

 

 １ 開催日時    

平成２５年５月２２日（水） 

   開会 午前１０時００分 

   閉会 午前１１時４５分 

 ２ 開催場所    

尾張旭市役所南庁舎２階 ２０３会議室 

 ３ 出席委員     

委員長      黒 澤 佳 代 

   委 員      戸 塚 理 人 

   委 員      岡 本   浩 

 ４ 欠席委員  

  なし 

 ５ 傍聴者   

  なし 

６ 出席した事務局職員  

   行政課長          木 上 恒 夫 

   行政課法務文書係長     谷 口 洋 祐 

   行政課法務文書係副主幹   森 下 佳 美 

 ７ 会議に付した事件 

第５号議案 職員団体の規約の変更登録について 

 

行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は、御多用のところ御出席をいただき、ありがとうござ

います。 

 議事に入ります前に、５月２日に新城市で行われました愛知

県公平委員会連合会総会並びに５月１４日に静岡県藤枝市で行

われました全国公平委員会連合会東海支部総会におきまして

は、委員の皆様には、御多忙のところ御出席いただき、ありが

とうございました。 

本日の議案には、職員団体の役員の役職、氏名といった個人

情報が含まれております。これらの内、役職及び氏名について

は、この職員団体の機関紙により公表されていますが、役員の

印影については尾張旭市情報公開条例における非公開情報に該 
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行政課長 

 

当しますので、傍聴者用の資料中、該当部分を黒塗りすること

で、会議を公開とすることについて提案させていただきます。

また、会議録につきましても同様の取扱いをしたいと思います

がよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

それでは議事の進行については、委員長にお願いしたいと思

います。 

よろしくお願いします。 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員３名が、出席しております。 

地方公務員法第１１条第１項に定める定足数を満たしており

ますので、ただ今より平成２５年第３回尾張旭市公平委員会を

開会します。 

これより議事に入ります。 

本日の議案は、第５号議案『職員団体の規約の変更登録につ

いて』の１議案でございます。 

それでは第５号議案『職員団体の規約の変更登録について』

を議題とします。先ほど、事務局から提案がありましたが、第

２号議案について会議を公開とすることについて、御異議はあ

りませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、公開とします。 

それでは議案について、事務局から説明してください。 

事務局   

（係長） 

 

 はじめに、配布資料の確認をさせていただきます。先日、５

点の資料を郵送させていただきました。①通知文書、②本日の

次第、③議案の資料（ホチキス綴じ）、④「尾張旭教育労働者
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事務局   

（係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合規約」（同じくホチキス綴じ）、⑤平成２５年第３回尾張

旭市公平委員会 関係法令等（Ａ４両面）の資料の５点でござ

います。 

 それでは、ホチキス綴じの議案資料と、関係法令の２点をお

手元に御準備ください。第５号議案『職員団体の規約の変更登

録について』を、御説明します。議案の資料の１ページです。 

 この案は、地方公務員法第５３条第９項の後段で準用する同

条第５項の規定により、職員団体の規約の変更登録を行おうと

するものでございます。 

関係法令等の資料を御覧ください。 

 下線部分が要旨ですが、登録を受けた職員団体は、その規約

又は申請書の記載事項に変更があったときは、条例で定めると

ころにより、公平委員会にその旨を届け出なければならないと

されています。 

 また、関係法令の資料の裏面ですが、尾張旭市職員団体の登

録に関する条例第４条第１項では、登録を受けた職員団体は、

その規約若しくは登録の申請書の記載事項に変更があったとき

は、公平委員会に書面をもって届け出なければならないとされ

ています。 

これらの規定により、登録を受けている職員団体である、尾

張旭教育労働者組合の代表者から届出があったため、変更登録

する必要が生じたものでございます。前回の公平委員会で、御

審議いただきました第２号議案『尾張旭市教員組合の職員団体

の申請書の記載事項及び規約』のうち、規約については変更後

の規定が地方公務員法に適合していないため、変更登録しませ

んでした。 

関係法令等の資料の２枚目を御覧ください。職員団体への通

知の写しを添付してございます。これを受けまして、この度職

員団体から規約の変更の届け出がなされたものでございます。 



4 

事務局   

（係長） 

 

 再度、議案の資料を御覧ください。変更登録の内容は規約の

変更で、議案としましては、資料の１ページから３ページまで

の新旧対照表の部分です。資料１ページの第９条にありますよ

うに、「分会委員会」を「全員会」に変更するとともに、これ

以降の条文中の関連する部分について所要の整備を行っており

ます。 

なお、団体からの規約変更に係る届及び証明書の写しは、４

ページから６ページにかけて添付させていただいております。 

 以上の届出内容につきまして、よろしく御審議いただきます

ようお願い申し上げます。 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ今の説明の内容等につきまして、御質問等がありますで

しょうか。 

 

（「質問なし」の声あり） 

 

 御質問はないようです。 

 尾張旭市教員組合の規約の記載事項を、公平委員会に変更登

録することについて、御異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 御異議がないようですので、尾張旭市教員組合の規約の記載

事項を、公平委員会に変更登録することとします。事務局で通

知及び登録簿への登録をお願いします。 

これで全ての議案につきまして終了しました。次第３の「その

他」に移ります。委員の皆様方から何かございますか。 

（「なし」の声あり） 
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委員長 事務局からは何かありますか 

行政課長 特にございません。 

委員長 それでは、これをもちまして平成２５年第３回尾張旭市公平委

員会を、閉会いたします。 

行政課長  （お礼の挨拶） 

 

 


